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【憲  法  問題】  

 

  

  次の文章を読んで、〔設問〕に答えなさい。  

 

  Ｙ県は、地方自治法２４４条（【参考資料１】）にいう「公の施設」としてＹ

県立美術館を設置し、同美術館は、しばしば海外の美術館に所蔵されている有名

作品を借り受け、県民の観覧に供するためにこれを展示している。  

  ２０＊＊年４月、Ｙ県立美術館は同月１５日から６月３０日まで、海外の現代

美術館から作品Ａを含む複数の絵画を借り受け、現代芸術作品展（以下「本件作

品展」という。）を開催した。なかでも作品Ａは、日本で市販されている画集な

どにも収められている著名な絵画であり、作品Ａの展示は本件作品展の開催前よ

り話題となっていた。  

  しかし他方で、作品Ａは男女の性器を克明に描いた極めて写実的な作品であっ

たため、本件作品展の開催にあたり、作品Ａの展示に慎重な声も存在した。例え

ば、Ｙ県内の各ＰＴＡが「子どもの教育に悪影響を与える」との理由で､展示を中

止するよう要請したほか､Ｙ県議会においても、「公の施設において、性器の露骨

な描写を展示することは許されない」との意見が、一部の議員から出された。  

  そこで、Ｙ県立美術館は、その対応策として、作品Ａのみを別室展示とすると

ともに、その入り口に性器の露骨な描写を含む作品が展示されている旨の警告を

掲出した。その結果、本件作品展開催後１ヵ月間の観覧者アンケートを見る限り、

作品Ａの展示に関する苦情は特に存在しなかった。  

  市民団体Ｂは、性道徳の荒廃を憂慮し、有害図書の市場からの撲滅や性的な屋

外広告物の廃棄を以前より訴えており、ときに過激な対応をすることで有名な団

体である。２０＊＊年に入ってからも、Ｂが有害図書と考える書籍を買い集めて

焼却したり、電柱に貼付されている屋外広告物を撤去・破棄するなどのパフォー

マンスを複数回実行している。  

  Ｂは、Ｙ県立美術館に作品Ａが展示されていることを報道で知り、同年５月中

旬に、作品Ａが県民の正常な性的差恥心を害し、善良な性的道義観念に反し、観

る者に性的不快感をもよおすことを理由に、その展示を中止するよう、Ｙ県立美

術館に申し入れた。その際、展示中止要求が受け入れられない場合には､展示の実

力阻止も辞さない旨を美術館側に伝えた。そして同日以降、Ｂの構成員らは、Ｙ

県立美術館前で、連日、作品Ａの展示に対する抗議行動を行うとともに、近いう

ちに実力で作品を撤去することも辞さない旨を公言した。  

  Ｙ県立美術館は、このような事態に発展したことを受け、同美術館への来場者



 2 

および周辺住民の安全への配慮ならびに作品Ａの安全な保管という観点から、本

件作品展における作品Ａの一般展示を中止することを決定した。  

  著名な美術品評論家であるＸは、作品Ａの芸術的価値の高さ、卓越した描写力

の高さを自らの目で確認したいと考えていたところ、一般展示が中止となってし

まったので、Ｙ県立美術館条例（以下「本件条例」という【参考資料２】。） 

１０条２項に基づく特別観覧許可申請をした。特別観覧とは、一般展示していな

い作品を含め、館長の許可を条件として熟覧、撮影、模写等ができる制度で、作

品ごとに特別観覧料を徴収するものである。Ｙ県立美術館は、館内で保管してい

る美術品等について特別閲覧申請があれば許可しなければならず、これまでもそ

のような運用がなされてきた。しかし、Ｙ県立美術館館長は、「県立美術館の管

理運営上の支障を生じる蓋然性が客観的に認められる」として、地方自治法２４４

条２項および本件条例１１条１号ないし３号により、Ｘの申請を不許可とした。 

  この特別観覧許可申請不許可処分（以下「本件処分」という。）に納得できな

かったＸは、Ｙ県に対して国家賠償請求訴訟を提起することを検討している。  

 

 

〔設問〕  

  あなたがＸから相談を受け、客観的な立場からの見解を求められた法律家甲で

あるとした場合、本件処分における憲法上の問題点について、どのような意見を

述べるか。その際、いかなる憲法上の権利との関係で問題になり得るのかを明確

にしたうえで、参考とすべき判例や想定される反論を踏まえつつ、論じなさい。 

 

 

 

【参考資料１】地方自治法  

（公の施設）  

第２４４条   普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利

用に供するための施設（これを公の施設という。）を設けるものとする。  

２  普通地方公共団体（中略）は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利

用することを拒んではならない。  

３  普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別

的取扱いをしてはならない。  

 

【参考資料２】Ｙ県立美術館条例  

第１条（目的）  美術に関する県民の知識及び教養の向上を図り、県民文化の発  

展に寄与するため美術館を設置する。  
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第１０条（特別観覧） この条例において特別観覧とは、次の各号に掲げること  

をいう。  

一  美術品等の熟覧、写真撮影、映画撮影、テレビジョン撮影若しくはビデオ

撮影又は模写、模造等（以下「熟覧等」という。）を行うこと。  

二  デジタル画像、写真原板及び印画を使用すること。  

三  美術館が著作権を有する出版物、スライド等の複製及び上映を行うこと。 

２  Ｙ県立美術館館長（以下「館長」という。）は、美術館に展示し、又は保管

している美術品を熟覧等をしようとする者に対しては、第１１条の場合を除

き、特別観覧を許可しなければならない。  

３  前項の許可には、美術品の管理のため必要な範囲内で条件を付すことができ

る。  

４  （略）  

第１１条（利用の制限）  館長は、美術館を利用する者が次の各号の一に該当す  

るときは、入館を拒み、又は退館を命ずるものとする。  

 一  他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのあるとき。  

 二  施設、設備又は美術品等を損傷するおそれのあるとき。  

 三  その他教育委員会が美術品の管理に支障があると認めるとき。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



関西学院大学大学院司法研究科 

 

2021年度入学試験 出題趣旨・解説・講評 

【Ａ日程：憲法】 

 

≪出題趣旨≫――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 本問は、美術館における特別観覧請求不許可について、憲法 21条の情報摂取の自由ないし知る自由の

観点からその憲法適合性について検討を求める問題である。解答の形式としては、客観的な立場から適切

なリーガル・オピニオン（意見書）の提示を求めるものとなっており、必ずしもＸの立場から違憲主張を

行わなければならないわけではない。ただ、違憲・合憲いずれの見解に立つとしても、自己の見解に対す

る反論を想定しつつ意見を述べることが求められている。 

 本問の事案においては、美術館における特別観覧「請求権」自体を、憲法 21 条の保障する「自由権」

から直接導くことはできない。とはいえ、①特別観覧は条例１１条の場合を除き許可されること、②Ｙ県

立美術館は地自法２４４条の「公の施設」であり原則としてその利用を拒まれないこと、③Ｙ県立美術館

の設置目的や事業内容にからして、Ｙ県立美術館は美術に関する情報提供や情報摂取の場としての役割

を果たしていること、等を考慮することで、≪館長が特別観覧申請の不許可が「正当な理由」なくなされ

る場合には、憲法の保障する情報摂取の自由に対する不当な制限につながるおそれが生ずる≫というこ

とはでき、ここに憲法上の問題点を見いだすことは可能である。したがって、本問では、このような問題

提起をした上で、特別観覧申請不許可についてその合憲性判断を行うことが求められていた。 

 そこで、次に、特別観覧申請の不許可が憲法の保障する情報摂取の自由を実質的に否定することになら

ないかどうかの検討が必要となるところであるが、その際は、まずどのような場合に情報摂取の自由が制

限されることになるのかの判断枠組みを、具体的に定立することが求められる。 

 その上で、自らが定立した判断枠組みを踏まえて事案の検討を行う際には、問題文に書かれている事実

を適切に拾い上げ、これに法的評価を加えつつ論ずることが重要である。また、本問においては、Ｂは敵

対的聴衆と同視しうる存在と位置づけうるものなので、その観点からの検討も必要となろう。いずれにせ

よ、問題文に書かれた事実に照らして客観的な検討を行うことが、本問では要求されている。 

 

≪解説・講評≫―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 本問は、上記したとおり、美術館における特別観覧請求不許可について、憲法 21条の情報摂取の自由

ないし知る自由の観点からその憲法適合性について検討を求めるものである。 

 美術館における特別観覧請求権自体は、憲法 21条の保障する自由権から直接導くことはできない。し

たがって、この点をどのように憲法上の権利の問題として構成するかが、実力の見せ所の一つとなる。 

 情報摂取の自由は、一般に接近可能な情報の摂取が妨げられないことを保障するものである。それゆ

え、情報摂取の自由の制限があると主張するには、単に情報の摂取ができないというだけではなく、その

情報が一般に接近可能なものであるという前提が存在する場合であることを明らかにしておく必要があ

る。したがって、特別観覧許可申請の不許可が情報摂取の自由の制限になりうるというためには、特別観

覧という制度が一般に利用可能となっているということを明らかにしておかなければならない。しかし、

この点について適切な論述を行うことができていた答案は一部のものにとどまり、多くの答案は、明らか



に不十分な内容の論述にとどまっていた。このような答案となった者は、情報摂取の自由についての本質

的な理解が欠けているので、基本的事項の十分な復習が必要であろう。 

 では、上記のことを踏まえた上で、本問の事案をどのように憲法問題として構成すればよいだろうか。

具体的には、以下のとおりである。まず、特別観覧は条例１１条の場合を除き許可されることが予定され

ている。また、Ｙ県立美術館は地自法２４４条の「公の施設」であるので、原則としてその利用を拒まれ

ない。だとすれば、特別観覧は原則利用可能ということができる。そして、Ｙ県立美術館条例に規定され

た美術館の設置目的や事業内容に徴すれば、Ｙ県立美術館は美術に関する情報提供や情報摂取の場とし

ての役割を果たしているということもできる。これらのことに鑑みれば、館長が特別観覧申請の不許可が

「正当な理由」なくなされる場合には、憲法の保障する情報摂取の自由に対する不当な制限につながるお

それが生ずるといいうるだろう。 

 そうだとすれば、次に答案において言及されるべきは、本件不許可処分が「情報摂取の自由に対する不

当な制限」にあたるかどうかの合憲性判断である。合憲性判断にあたっては、そのための判断枠組みを定

立する必要があるが、もし情報摂取の自由の「権利としての重要性」を強調して厳格な基準によることと

するのであれば、Ｙ県立美術館条例１１条各号の解釈適用にあたっては、「明らかな差し迫った危険」と

いった観点から、その要件該当性を限定的に解することになるだろう。とはいえ、このような見解に対し

ては、美術館という性質上、展示物の管理について高度の慎重さが求められる点や、展示物の管理方法に

ついては美術館側の専門技術的裁量が認められる点を指摘すること等も可能である。この後者の指摘に

与するならば、同条各号の要件該当性は上記の見解よりも認められやすくなるだろう。また、いずれの見

解にも耳を傾けつつ、中間的な立場を採るということも考えられうる。 

 とはいえ、ほとんどの答案においては、自己の主張を一方的にのみ述べるばかりであり、対立する見解

への考慮がなされることなく論述が展開されていた。ここでは、問題文において対立する見解への言及が

求められていたことの意味を、もう少し考えていただきたかったところである。 

 また、繰り返しになるが、自らが定立した判断枠組みを踏まえて具体的事案の検討を行うにあたって

は、問題文に書かれている事実を適切に拾い上げ、法的評価を加えつつ論ずることが必要である。しか

し、問題文中の具体的事実にほとんど言及せず、抽象的な議論を終始展開するにとどまっていた答案が少

なくなかった。こちらについても、問題文において様々な事実が詳細に記述されていることの意味を、今

一度考えていただきたい。 

 本問の事案は天皇コラージュ事件（名古屋高金沢支判平 12･2･16）と似た部分が多い。同事案の第１審

では泉佐野市民会館事件判決（最判平 7･3･7）に類する基準が用いられていたことからすれば、本問の解

答にあたっても、泉佐野市民会館事件判決や上尾市福祉会館事件（平 8･3･15）を参考にすることはあっ

てよいだろう。事案として完全に重なっていなくても、各論点ごとに関連する判例を参照することは否定

されない。そして、実際のところ、一定水準以上に達している答案の多くは、泉佐野市民会館事件判決を

参考にしていると思われるものであった。これらの答案は、日頃の学習成果を答案上で一定程度示すこと

ができたものとして、積極的な評価が与えられた。 

 なお、本問を解答するにあたっては、上記の点を踏まえつつ、主張したい内容を適切に言語化し、論理

の飛躍なく十分な理由づけを行うとともに、全体として一貫性のある主張となっていることが求められ

ていることを、最後に付言しておく。                          

以 上 


